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今
年
度
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
税

率
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
ぜ
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
？

　

一
言
で
い
え
ば
、
財
源
不
足
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。

　

国
保
に
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
が
お

医
者
さ
ん
（
医
療
機
関
）
に
か
か
っ
た

場
合
、
そ
の
医
療
費
の
1
〜
3
割
を
自

分
で
負
担
（
一
部
負
担
金
）
し
て
払
い

ま
す
が
、
残
り
は
国
保
の
保
険
者
で
あ

る
市
に
請
求
が
き
ま
す
。
こ
れ
を
支
払

う
に
は
皆
さ
ん
の
保
険
税
が
財
源
の
一

部
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
国
保
税
は
ど
う
や
っ
て
決
め
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
の
年
度
に
予
測
さ
れ
る
医
療
費
か

ら
、
医
療
機
関
な
ど
で
支
払
う
一
部
負

担
金
と
国
な
ど
か
ら
の
補
助
金
を
差
し

引
い
た
金
額
が
、
保
険
税
の
総
額
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
を
所
得
割
、均
等
割（
加

入
者
1
人
当
た
り
）、
平
等
割
（
一
世

帯
当
た
り
）の
組
み
合
わ
せ
で
計
算
し
、

一
世
帯
の
保
険
税
が
算
定
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
こ
数
年
で
、
医
療
費
が
急
増
し
、

今
ま
で
ど
お
り
の
税
率
で
は
財
源
が
不

足
し
た
た
め
、
保
険
税
率
を
改
定
し
ま

し
た
。
こ
の
医
療
費
が
少
し
で
も
抑
え

ら
れ
れ
ば
国
保
財
源
の
安
定
に
も
つ
な

が
り
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
来
月
は
「
医
療
機

関
を
上
手
に
受
診
し
、
医
療
費
の
軽
減

に
も
つ
な
が
る
」、
そ
ん
な
お
話
を
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
の
自
己

負
担

　

医
療
費
の
自
己
負
担
額
は
、
保
険
証

に
記
載
さ
れ
て
い
る
割
合
（
１
割
ま
た

は
３
割
）
に
応
じ
負
担
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

※
負
担
割
合
等
は
毎
年
８
月
に
前
年
の

所
得
に
応
じ
て
判
定
さ
れ
ま
す
。（
下

表
参
照
）

■
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
場
合

　

１
か
月
（
同
じ
月
内
）
の
医
療
費
の

自
己
負
担
額
が
、
下
表
の
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
た
場
合
、
そ
の
超
え
た
額

を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
し
ま
す
。

　

新
規
に
支
給
対
象
と
な
っ
た
方
に
は

申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

■
入
院
し
た
と
き
の
食
事
代

　

下
表
の
所
得
区
分
が
「
低
所
得
Ⅰ
・

Ⅱ
」
に
該
当
す
る
方
は
、
入
院
の
際
に

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と

で
食
事
代
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
該
当
す

る
方
は
必
ず
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

提
示
が
な
い
場
合
は
減
額
さ
れ
ま
せ

ん
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

・
被
保
険
者
の
印
か
ん
（
認
印
）

・
届
出
さ
れ
る
方
の
本
人
確
認
が
で
き

　

る
も
の
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

申
請
先　

市
役
所
市
民
課
高
齢
者
医
療

　

年
金
係
（
本
庁
）
ま
た
は
出
張
所

■
高
額
な
外
来
診
療
も
窓
口
負
担
が
軽
減

　

平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
、
入
院
と

同
様
に
外
来
診
療
で
も
１
か
月
の
間
に

１
つ
の
医
療
機
関
等
に
支
払
う
自
己
負

担
額
が
左
表
の
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

と
な
り
ま
し
た
。（
左
表
の
所
得
区
分

が
「
低
所
得
Ⅰ
・
Ⅱ
」
に
該
当
す
る
方

は
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
の
提
示
が
必
要
で
す
。）

※
柔
道
整
復
、
は
り
・
き
ゅ
う
、
あ
ん

ま
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

問　

市
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
係

☎
(80)
１
１
４
２

国
保
ミ
ニ
ミ
ニ
ば
な
し

国
保
ミ
ニ
ミ
ニ
ば
な
し
１

な
ぜ
、
国
保
税
が
上
が
っ
た
の
？

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

所得区分

現役並み
所得

44,400円 260円

260円

210円

160円

100円

12,000円

8,000円

8,000円

80,100円
※注１

44,400円

24,600円

15,000円

判定基準

自己負担限度額
（月額）

外来
（個人単位）

一
部
負
担
金
の
割
合

１
割

入
院
時
の
一
食

あ
た
り
負
担
額

入院＋外来
（世帯単位）

住民税課税所得が145万円
以上の被保険者および同一
世帯の被保険者
※被保険者の収入によって
は申請により１割負担とな
る場合があります。詳細は
お問合せください。

世帯の全員が住民税非課税
で、その世帯の各所得が必
要経費・控除（年金の所得は
控除額を80万円として計
算）を差し引いたとき０円
となる方

現役並み所得、低所得Ⅱ、
低所得Ⅰ以外の方

世帯の全員が住民税非課税
の方（低所得Ⅰ以外の方）

過去12か月で低所得Ⅱの
減額認定を受けていた入院
が90日を超えた場合（別途
申請が必要）

一 般

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

※注１●医療費が267,000円を超えた場合には、（医療費－267,000円）×１％を加算
　　　　した額が限度額になります。
　　　●過去12か月以内に４回以上、世帯単位による高額療養費の支給があった場合、
　　　　４回目以降の限度額は44,400円になります。

３
割


